
九
四
八

附
属
書
二－

Ｄ

焼
酎
の
輸
出
の
促
進

日
本
国
の
酒
税
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
六
号
）
第
三
条
第
十
号
に
定
義
す
る
単
式
蒸
留
焼
酎
で
あ
っ
て
、
日
本
国
に
お

い
て
単
式
蒸
留
機
に
よ
っ
て
生
産
さ
れ
、
瓶
詰
に
さ
れ
る
も
の
は
、
欧
州
連
合
の
他
の
適
用
可
能
な
法
的
要
件
が
満
た
さ
れ
る

場
合
に
は
、
四
合
（
注
１
）
又
は
一
升
（
注
２
）
の
伝
統
的
な
瓶
で
欧
州
連
合
の
市
場
に
提
供
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
。

注
１

一
合
は
、
百
八
十
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
等
し
い
。

注
２

一
升
は
、
千
八
百
ミ
リ
リ
ッ
ト
ル
と
等
し
い
。

附
属
書
二－

Ｅ

ぶ
ど
う
酒
産
品
の
輸
出
の
促
進

第
一
編

欧
州
連
合

第
Ａ
節

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
欧
州
連
合
の
法
令

(a)

(a)

第
二
・
二
十
五
条
１

及
び
２

に
規
定
す
る
欧
州
連
合
に
お
い
て
承
認
さ
れ
る
産
品
の
定
義
及
び
醸
造
法
並
び
に
欧
州
連

(a)

(a)

合
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
制
限
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
法
令
に
定
め
る
。

二
千
十
三
年
十
二
月
十
七
日
の
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
（
Ｅ
Ｕ
）
第
一
三
〇
八
・
二
〇
一
三
号
（
農
産
品
に

つ
い
て
の
市
場
の
共
通
体
系
に
つ
い
て
定
め
、
並
び
に
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
九
二
二
・
七
二
号
、
閣
僚
理
事
会

規
則
（
Ｅ
Ｅ
Ｃ
）
第
二
三
四
・
七
九
号
、
閣
僚
理
事
会
規
則
（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
〇
三
七
・
二
〇
〇
一
号
及
び
閣
僚
理
事
会
規
則

（
Ｅ
Ｃ
）
第
一
二
三
四
・
二
〇
〇
七
号
を
廃
止
す
る
も
の
）
（
二
千
十
三
年
十
二
月
二
十
日
の
欧
州
連
合
の
官
報
（
Ｏ
Ｊ

Ｌ

三
四
七
）
六
百
七
十
一
ペ
ー
ジ
）
。
特
に
、
同
欧
州
議
会
及
び
閣
僚
理
事
会
の
規
則
第
七
十
五
条
、
第
七
十
八
条
、
第

八
十
条
、
第
八
十
一
条
、
第
八
十
三
条
及
び
第
九
十
一
条
並
び
に
附
属
書
Ⅶ
第
二
編
並
び
に
附
属
書
Ⅷ
第
一
編
及
び
第
二
編

の
規
定
に
基
づ
く
ぶ
ど
う
酒
分
野
の
生
産
に
関
す
る
規
則
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
規
定
が
第
二
章
第
Ｃ
節
の
規
定
の
適
用
対

01_和文【本文】付属書（１）.indd   948 2018/09/05   17:51:12


